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１ ラジオ事業の状況１ ラジオ事業の状況１ ラジオ事業の状況１ ラジオ事業の状況



営業収益の推移（ラジオ放送事業収入に限る）営業収益の推移（ラジオ放送事業収入に限る）

2,299 2,328

2,174

2 019

2,500
（億円）

(99社) (101社)

(102社) 2,019
1,960 1,960 1,918

1,846
1,746

2,000 ラジオ放送合計
(102社)

(101社)
(101社) (101社)

(101社)
(100社)

(100社)
1,5191,499 1,510

1,384
1,278 1,234 1,227 1,183

1,500

AM ／ 短波

(48社) (48社)

(49社)

(100社)

(100社)

1,183
1,124

1,058

893
800 818 790 741 726 733 735 722

1,000

AM ／ 短波

（注） ラテ兼営局
については、ラジ
オに係る放送事
業収入のみ算入
している

(48社)
(48社) (48社)

(48社)
(47社)

(47社)

(47社)741 726 733 735 722 688
626

500
ＦＭ

している。

(51社) (53社) (53社)
(53社) (53社) (53社) (53社) (53社) (53社)

(47社)

(53社)

0

ＦＭ

（出典：㈳日本民間放送連盟『日本民間放送年鑑』各年より作成）
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1,050

当期利益の推移（地上系放送市場）当期利益の推移（地上系放送市場）
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ＡＭ単営社

(93社)
(93社)

(11社)
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15 17 725
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112 78

116
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237

110

284

257

139
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ＡＭ単営社

ＦＭ

(34社)

(34社)
(34社)

(35社)

( 社)

(35社)
(36社)

(36社)

(36社)

(50社) (12社)

(12社)

社( 社)

(97社)

(100社)

(100社)

(100社)

(100社)

(100社)

‐8

38
15 17 7 5 ‐1237 25

18 ‐6 1 8 3

‐67
3 ‐28

116 22

‐101
‐74

139

‐141
‐100

100
ラ・テ兼営社

テレビ単営社

(93社)

( 社)
(35社)

(34社)

(53社)(53社)(53社)
(53社)

(53社)

(50社)

(53社)

(53社)

(53社)

(53社)

(12社)
(12社)

(11社)

(13社)(13社)
(13社) (13社)(100社)
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‐421
‐291

‐500

‐300

ラジオ社合計

( )

(11社)
(100社)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

（出典：総務省「一般事業者の収支状況の概要」各年度より作成）

※TBS、TBSﾗｼﾞｵｱﾝﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮｽﾞについては2002年度から、札幌テレビ、STVラジオについては2005年度から、それぞれテレビ単営社、中波放送単営社として集計

（年度）
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80 0%

当期利益赤字社比率の推移（地上系放送事業社）当期利益赤字社比率の推移（地上系放送事業社）

69.2%

71.7%

70.0%

80.0%
ＡＭ単営社

ＦＭ

ラ・テ兼営社

(38/53社)

(9/13社)

54.5%
52.8%

65.0%

60.0%
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43.0%

50.0%

社

(6/13社)

(28/53社)

(42/93社)

(18/34社)

/ 社
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(14/53社)

(15/53社)

(23/100社)

(29/100社)

(43/100社)
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14 0%
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19.4%
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25.0%

18 0%
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(25/100社)

(15/100社)

(24/100社)

7.7%
14.0%

11.1%
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1.1%0.0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

（出典：総務省「一般事業者の収支状況の概要」各年度より作成）

(6/9 社)

(4/92社)
(1/92社)

(1/35社)

（年度）
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各メディアの広告費の比較（金額）各メディアの広告費の比較（金額）

インターネット広告費が2004年にラジオの広告費を、2006年に雑誌の広告費を、2009年に新聞の広告費を逆転。

26 563
27,361 27,886

26 2 2
26,000 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

ﾒﾃﾞｨｱ広告

（億円）

20,348 19,678 19,648 20,539 20,488
19,816 19,417 19,561

26,563 26,272

23,16220,079 19,505 19,121
20,793 20,681

19,351 19,480
20,436 20,411 20,161 19,981

19,092
17,139

21,000

ﾒﾃ ｨｱ広告

テレビ

12,636
11,787 11,535

12,474 12,027
10,707 10,500 10,559 10,377 9,986 9,462

8,276
7 069

11,000

16,000

新聞

6,7396,003 6,983
7,069

6,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20094,826
4,395 4,258 4,183 4,369 4,180 4,051 4 035 3 970 4 842

4,585
4,078

5,000
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

3,777

4,051 4,035 3,970 4,842 4,777
4,078

3,034

2,247 2,153 2,043 2,071 1,998 1 837 1 807 1 795 1 778 1 774

3,000

4,000

雑誌

60 114 241
590 735 845

1,183

1,814

, 1,998 1,837 1,807 1,795 1,778 1,774 1,671 1,549 1,370

266 471 425 419 436
487

544
603 676 7091,000

2,000 ラジオ

衛星インターネットとラジオ
が590 735

196 216 2250

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
注１ プロモーションメディア広告･･･ＤＭ、フリーペーパー、屋外ビジョン広告などのマス四媒体（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）や衛星メディア関連、インターネット広告以外の広告。（04年まではＳＰ広告）
注２ 07年に05年まで遡って推定範囲の改訂を行っており、「雑誌」「インターネット」「プロモーションメディア広告」については、04年と05年は厳密には連続しない。
注３ 衛星は衛星放送、ＣＡＴＶ、文字放送等に投下された広告費 （出典：『情報メディア白書 2010』（電通総研）及び2009年の『日本の広告費』（電通）より作成）

（年）

の広告費が逆転

6



各メディアの広告費の比較（伸び率）各メディアの広告費の比較（伸び率）

816.7 
950.1 

961.8 

800

1000

2001年の広告費を100とした場合
の各年度の広告費

インターネット

513.9 

656.6 

400

600
の各年度の広告費

衛星

プロモ ション

246.8 
200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
161 0

170

プロモーション

メディア広告

テレビ
161.0 

115 5 128.0

143.5 
150.5 

129.7 
133.5  136.1 

128.2 
115 8

130

150

雑誌

115.0 

90.2  89.0 
92.6 

103.4 

115.5  128.0 

96.7  94.8 
95.5 

113.1 

93.6 

94.2 
98.8  98.7  97.5  96.6 

92.3 
82 9

96.9  96.5 
95.0 

115.8 
114.3  109.7 

97.6 

91.9 90 4 89 8 89 0 88 8

90

110
ラジオ

82.9 

72.6 

91.9  90.4  89.8  89.0  88.8 
83.6 

77.5 
68.6 

89.0  87.3  87.8  86.3  83.0 
78.7 

68.8 

56.0 50

70
新聞

注１ 衛星は衛星放送、ＣＡＴＶ、文字放送等に投下された広告費
注２ プロモーションメディア広告･･･ＤＭ、フリーペーパー、屋外ビジョン広告などのマス四媒体（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）や衛星メディア関連、インターネット広告以外の広告。（04年まではＳＰ広告）

（出典： 『情報メディア白書 2010』（電通総研）及び2009年の『日本の広告費』（電通）より作成）
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ラジオ放送事業者の規模ラジオ放送事業者の規模

○ 売上高規模別分布（２００８年度）

5億円
未 満

5～10
億 円

10～30
億 円

30～50
億 円

50～70
億 円

70～100
億 円

100～300
億 円

300～500
億 円

500～1000
億 円

1000億円
以 上

計

中・短波単営 － ３社 ６社 １社 － １社 ２社 － － － １３社

ＦＭ単営 １７社 ２０社 １３社 １社 １社 － １社 － － － ５３社

ラ・テ兼営 － － １社 ６社 １４社 ５社 ５社 １社 ２社 － ３４社

テレビ単営 － － ８社 ３６社 １８社 １４社 ８社 ２社 ２社 ５社 ９３社

○ 資本金規模別分布（２００８年度）

1億円未満 1～3億円 3～5億円 5～10億円 10～20億円 20億円以上 計

中・短波単営 － ７社 ５社 １社 － － １３社

ＦＭ単営 ２社 ４社 １５社 ２４社 ７社 １社 ５３社

ラ・テ兼営 － １６社 １０社 ３社 １社 ４社 ３４社

テレビ単営 － ５社 ２８社 １２社 ２０社 ２８社 ９３社

○ 従業員規模別分布（２００８年度）

50人未満 50～100人 100～200人 200～300人 300～500人 500～1000人 1000人以上 計

中・短波単営 ４社 ７社 １社 １社 － － － １３社

ＦＭ単営 ５１社 １社 １社 － － － － ５３社

（出典：㈳日本民間放送連盟『日本民間放送年鑑2009』より作成）

ラ・テ兼営 － １社 ２５社 ４社 ２社 ２社 － ３４社

テレビ単営 ２社 ４０社 ４０社 ３社 ２社 ３社 ３社 ９３社
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ラジオ事業者の放送局運用状況ラジオ事業者の放送局運用状況

民放 ＮＨＫ 学園 合計民放 ＮＨＫ 学園 合計

中 波
（※１）

47社 261局

第 １ 228局

－ 630局第 ２ 141局

音
声
放

（※１）
第 局

計 369局

短 波 １社 2局 （国際放送用） 2局 － 4局
放
送

超短波
（ＦＭ）

県域・外国語放送 53社 284局

525局 2局 1,036局コミュニティ（※２） 225社 225局

計 278社 509局計 278社 509局

計 326社 772局 896局 2局 1,670局

（参考）

アナログテレビ放送
127社 8,090局

（うちVHF48社、UHF79社）

総 合 3,347局

2局 14,707局教 育 3,268局

計 6,615局

デジタルテレビ放送 127社 2 867局

総 合 768局

2局 4 430局教 育 775局

9

デジタルテレビ放送 127社 2,867局 2局 4,430局教 育 775局

計 1,561局

※１ 混信対策FM局を除く。 ※２ コミュニティの局数は親局のみ。 出典：（社）日本民間放送連盟『民放便覧2009/2010』より作成（2009年４月１日現在）。
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ラジオのローカル放送番組の比率ラジオのローカル放送番組の比率

ＡＭ ＦＭ （参考）テレビ

ローカル放送番組の比率 １１．８％ ８．５％ １２．８％

Ｎ
Ｈ
Ｋ
（総
合

うち、ニュース ５．２％ １．５％ ３．８％

うち、天気予報 ２．８％ １．６％ ０．３％合
）

うち、天気予報 ２．８％ １．６％ ０．３％

うち、その他 ３．９％ ５．４％ ８．６％

民

ローカル放送番組の比率 ４８．４％ ４３．７％ １４．０％

うち、ニュース ３．８％ １．８％ ３．８％
民
放

うち、天気予報 １．４％ ０．９％ １．２％

うち、その他 ４３．１％ ４１．０％ ９．０％うち、その他 ４３．１％ ４１．０％ ９．０％

※ 「ローカル放送番組の比率」は、平成20年再免許時の資料による。

「 カ 放送番組 は 「出演者 番組内容等から 当該放送事業者 存立 基盤たる地域社会向 放送番組と認められるも を 自社 外が制作※ 「ローカル放送番組」は、「出演者、番組内容等からみて、当該放送事業者の存立の基盤たる地域社会向けの放送番組と認められるもの」をいい、自社以外が制作し

たものも含む。

12



ラジオ民放ラジオ民放のの自社制作自社制作番組の比率番組の比率

ＡＭ ＦＭ （参考）テレビ

自
社

①完全局制作 ４０．９％ １６．０％ ９．２％
社
に
お
い
て
制

②制作会社協力 ６．６％ １２．５％ ２．８％

③共同制作
制
作
す
る
放
送

③共同制作 ０．６％ ０．４％ ０．７％

④制作委託 ６．３％ ２３．６％ １．６％

送
番
組⑤再放送 ０．２％ ０．２％ １．１％

他から供給を受ける放送
番組

４５．４％ ４７．３％ ８４．６％
番組

※１ 平成20年再免許時の資料より作成。

※２ 自社において制作する番組

・ 「自社において制作する放送番組」とは、自社が「制作著作」となるもの。「自社において制作する放送番組」とは、自社が「制作著作」となるもの。

・ 「制作著作」とは、発意と責任を有し、制作に必要な手配をするものとしての権利と責任の主体の表示とする。

・ 「自社において制作する番組」は、下記により区分する。

①完全局制作・・・・・・番組の企画および制作スタッフが自社社員により構成されている番組

②制作会社協力・・・・番組企画又は制作において、外部制作会社が相当程度協力していることが認められる番組

13

③共同制作・・・・・・・・自社と外部制作会社が共同して番組を制作し「制作著作」が自社および共同制作者である外部協力会社の表記がなされる番組

④制作委託・・・・・・・・自社の委託により外部制作会社が一括して制作する番組

⑤再放送・・・・・・・・・・上記①～④のうち再放送の番組

※３ 第１回研究会【資料１－３】参考資料から若干の数値変更を行っている。



ラジオ視聴時間（週平均・１日あたり）ラジオ視聴時間（週平均・１日あたり）

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

NHK計 13分 14分 12分 14分 15分 15分

ラジオ 民放計 21分 23分 21分 22分 23分 20分

総計 34分 37分 34分 35分 38分 35分

（参考）

NHK総計 1時間10分 1時間9分 1時間4分 1時間5分 1時間6分 1時間3分

（参考）
テレビ

民放総計 2時間51分 2時間52分 2時間54分 2時間48分 2時間45分 2時間51分

総計 4時間01分 4時間1分 3時間58分 3時間53分 3時間51分 3時間55分総計 4時間01分 4時間1分 3時間58分 3時間53分 3時間51分 3時間55分

（NHK放送文化研究所「全国個人視聴率調査の結果（各年11月調査）」より作成）
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ラジオラジオのの聴取場所等につ聴取場所等についていて

○ ラジオの聴取場所 ＜2009年/関東地区＞

自宅 職場・学校 電車の中 車の中 その他 不明

10～19歳 77.8 ％ ― 1.6 ％ 19.0 ％ 1.6 ％ ―

ラ 聴取場所 年 関東

10 19歳 77.8 ％ 1.6 ％ 19.0 ％ 1.6 ％

男
性

20～34歳 28.2 ％ 8.1 ％ 2.4 ％ 58.9 ％ 1.6 ％ 0.8 ％
35～49歳 21.2 ％ 6.1 ％ 1.7 ％ 67.6 ％ 2.8 ％ 0.6 ％
50歳以上 38.9 ％ 7.7 ％ 3.6 ％ 43.9 ％ 4.6 ％ 1.4 ％歳

女
性

20～34歳 40.2 ％ 8.2 ％ ― 47.4 ％ 4.1 ％ ―
35～49歳 40.5 ％ 9.5 ％ 0.7 ％ 48.0 ％ 0.7 ％ 0.7 ％
50歳以上 69.9 ％ 4.8 ％ 0.5 ％ 22.6 ％ 2.1 ％ ―

○ ラジオと他メディアとの同時接触状況 ＜2009年/関東地区/10～69歳男女個人＞

16 7新聞を読みながら 16.7

14.4

11.2

新聞を読みながら

雑誌を読みながら

ネットをしながら（パソコン）

7.9

7.1

5.2

書籍を読みながら

メールをしながら（携帯電話）

テレビを見ながら

（％）

出典：両資料とも㈱ビデオリサーチ『ＭＣＲ（関東地区）2009』を
基に電通総研作成資料を引用
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ラジオの到達率、聴取ラジオの到達率、聴取時間に時間についてついて

○ 全局リーチ（１週間５時～５時）（㈱ビデオリサーチ「首都圏ラジオ調査」より）

64.1
69.9 73.8

82.3 82.8

74
83.7

89.2

60%

80%

100%

44.7 47.2

62.8
74

20%

40%

60%

1999年度

0%

20%

男女

12-19歳

男女

20-29歳

男女

30-39歳

男女

40-49歳

男女

50-59歳

男女

60-69歳

2009年度

○ 職業別の１日あたり平均のラジオ聴取時間
（単位：分）＜2008/首都圏＞と＜1998＞の比較

（出典：研究会第４回㈱ビデオリサーチ説明資料より作成）

※１：各年度とも６回の調査結果の平均値 ※２：1999年度の調査対象は男女12～59歳
※３：全局リーチとは、 １週間に５分以上ラジオを聞いた人の割合。

○ 性別、年代別の１日あたり平均のラジオ聴取

時間（単位：分） 首都圏 と 比較（単位：分）＜2008/首都圏＞と＜1998＞の比較

132
100
109

0 50 100 150 200 250

女性給料生活者

男性給料生活者

時間（単位：分）＜2008/首都圏＞と＜1998＞の比較

66

29

67

38

1998
2008105

41

96

59

1998
2008

女性男性 12～19歳

20～29歳

31

108

193

101

48

94

187

中学生

主婦

商工自営自由業

女性給料生活者

1998 125

82

60

125

96

68

155

138

118

172

141

121 30～39歳

40～49歳

50～59歳

（出典：㈱ビデオリサーチ『ラジオ年報』各年より作成の電通総研「情報メディア白書」各年より作成）※ 聴取時間とは、ラジオ接触者の１人１日あたりの聴取分数。 16
51

39

31

56

49

大学生

高校生

1998

2008 183

0 50 100 150 200

204

0100200300

60～69歳



ラジオの国内出荷台数の推移ラジオの国内出荷台数の推移

30,000
台

20072007年度年度
車載用ラジオ全体 ７１ １％車載用ラジオ全体 ７１ １％

25,000

（千台） 車載用ラジオ全体：７１．１％車載用ラジオ全体：７１．１％
カーラジオ ： ３．６％
カーステレオ ： ２．７％
カーＣＤ ： ３８．２％
カーナビ ： ２６．７％

3 645
2,898

5,622
4,799 4,499 3,851

3,058
2,437

2,025
1,912 1,961

1,576 1,050

971 1,071

1,10520,000

カーラジオ

ステレオセットステレオセット ：： ６．１％６．１％
ラジカセラジカセ ：１０．９％：１０．９％
ラジオ受信機ラジオ受信機 ：１２．０％：１２．０％

5,282
6,218

6 329
6,947

7,589 8,229
7,908

7,177 6,584

6,084

5,827 5,568
5,169

4,488

3,645
1,840

1,427 1,039 839 690
543 463

1,078
1,013 876 748

686 602

15,000

カーステレオ

カーＣＤ

（※１）

（※１）

2,291 2,122
1 862

1,721
1 523 2,069 2,347 3 016 3 003

149
337

613
796

894
1,135

1,421 1,749

1,950

2 409

296 736
1,263

1,798
2,007 2,241

2,879
3,413 4,134

4,133
4,239

6,329
6,647 6,518 6,370 6,671

6,548 6,467

10,000

カーナビ

（※１）

（※１）

5,948 6,090 5,372 5,858 5,108 4,804
4,617 4,629

4,325
4,005 4,138

4,554 4,813
4,123

1,862 1,523 1,750
2,069

2,225
2,323 2,687

3,016 3,003

2,598

2,526
2,468 2,175

1,726
1,342 1,028

2,409 3,004 3,630
3,965

4,069 4,519

5,000

ステレオセット

ラジカセ
（※２）

（※１）

2,784 2,809 2,987 3,071 3,149 3,062 3,679 3,795 3,264 2,861 2,870 3,125 2,686 2,414 2,128 2,173 2,287 2,338 2,046 2,026

3,174 2,632 2,432 2,127 1,888 1,839

,

0

ラジオ受信機

（※２）

（※３）

17

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 （年度）

※１ ラジオ機能のないタイプのものも一部含まれている。
※２ ラジカセのＣＤ機能の付いたものとＭＤ機能の付いたものを含む。
※３ ラジオ機能のみの受信機。 （出典：ＪＥＩＴＡ『 2008民生用電子機器国内出荷データ集』を基に作成）



ラジオ以外の音声メディア機器等の出荷台数ラジオ以外の音声メディア機器等の出荷台数

（千台）

2003 2004 2005 2006 2007

プ ヤ

（千台）

ＣＤプレーヤ 1,722 1,305 770 744 647

デジタルオーディオプレーヤ ― ― 6,114 6,484 6,190

テレビ(※１) 8,769 8,817 8,407 8,246 9,274

ＤＶＤプレーヤ(※２) 5,382 7,573 6,955 5,737 5,600

パソコン(※３) 10,578 11,765 12,860 12,089 9,301

携帯電話 49 843 44 088 46 923 47 120 49 549携帯電話 49,843 44,088 46,923 47,120 49,549

（参考）ラジオ受信機 2,173 2,287 2,338 2,046 2,026

（出典：ＪＥＩＴＡ『2008民生用電子機器国内出荷データ集』を基に作成）

※１ ＣＲＴ（ブラウン管）、液晶、ＰＤＰ（プラズマ）のカラーテレビの合計。
※２ ポータブル、据置型、録再機、再生機の合計。
※３ ノート型、デスクトップ型の合計。

18

（出典 『 民 用電子機器国内出荷デ タ集』を基 作成）



パッケージメディアの状況パッケージメディアの状況

551 295 500 000600 000
○ ＣＤ生産金額、生産枚数

551,295
523,878

489,578
431,806

387,987 368,610 359,800 344,518 327,175
291 266 300,000

400,000

500,000

400,000

500,000

600,000
（千枚）（百万円）

423,758 414,052
368,626 328,679 315,267 302,255 301,803 290,252 260,340 242,451

291,266

100,000

200,000

300,000

100,000

200,000

300,000

00

100,000

1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 2008

生産枚数（千枚） 生産金額（百万円）
出典 社 本 ド協会 統計資料を基 作成

158350,000

400,000
ＵＭＤ

○ ビデオソフト売上金額

（百万円）

（出典：（社）日本レコード協会の統計資料を基に作成）

○ ユーザーが購入とレンタルに費やす総額の比較

19,592
15,347
30,242104,713151,887197,288257,787319,762

347,707

313
1,028

9,860
253

200,000

250,000

300,000
ブルーレイディスク

（ＨＤ－ＤＶＤ含む）

ＤＶＤ－ＲＯＭ

ＤＶＤビデオ

レンタル市場

3 469億円

セル市場

2,832億円

（45%）

182,376
156,576132,554122,935

89 832

19,592

6,632

3,802 3,157
1,632

6,187
4,730 1,549

1,224

325,280317,247
275,727

50,000

100,000

150,000
ＤＶＤビデオ

ＣＤ関連

レーザーディスク

3,469億円

（55%）

年ビデオ 市場

19

89,832
55,631

23,153 5,522 777 2580

,

1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 2008
ビデオカセット

出典：（社）日本映像ソフト協会「ビデオソフトの売上金額の推移表」
及び「2008年のビデオソフト市場規模の推計」より作成

2008年ビデオソフト市場
合計： 6,301億円

※ CD関連とは、CD‐G、CD‐ROM、CD‐I 等、主にカラオケなどのコンテンツが記録されたＣＤ規格のもの。DVD‐ROMとは、主にプレイステーショ
ン２などのゲーム機対応のソフト。ＵＭＤとは、プレイステーションポータブル用のソフト。



パッケージメディアの状況パッケージメディアの状況

○ 有料音楽配信の売上金額推移 （出典：（社）日本レコード協会の「有料配信売上実績」各年を基に作成）

36 157 39 777 40 079 38 9701 307
2,485

2,541
2,685

3,237
4,310 4,706 4,857

20 000

30,000

40,000

50,000
インターネット

ダウンロード

モバイル

（百万円）

34 58 54 158 646 899 878 800 787
13,689 18,651 22,223 26,018

31,859 36,157 39,777 40,079 38,970
543

1,307

0

10,000

20,000

1‐6月期 7‐12月期 1‐6月期 7‐12月期 1‐6月期 7‐12月期 1‐6月期 7‐12月期 1‐6月期

その他

２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９

形態 数量（千回） 前年同期比 金額（百万円） 前年同期比 構成割合

○ ２００９年１－６月期の販売数量、販売金額

インターネット
ダウンロード

シングル 20,740 112.3% 3,165 112.0% 7.1%

アルバム 1,200 114.3% 1,437 112.5% 3.2%

音楽ビデオ 822 111.7% 255 122.6% 0.6%

その他 0 0 0% 0 0 0% 0 0%その他 0 0.0% 0 0.0% 0.0%

合計 22,762 112.4% 4,857 112.7% 10.9%

Ringtunes（※） 81,072 83.9% 8,571 78.7% 19.2%

Ringback tunes（※） 55,472 119.3% 4,797 124.0% 10.8%

モバイル
シングルトラック（※） 69,407 98.2% 23,817 102.0% 53.4%

音楽ビデオ 4,003 86.4% 1,419 104.3% 3.2%

その他 982 91.8% 368 121.5% 0.8%

合計 210 937 96 1% 38 970 98 0% 87 3%

20

合計 210,937 96.1% 38,970 98.0% 87.3%

その他 30 428.6% 787 89.6% 1.8%

総合計 233,729 97.5% 44,614 99.2% 100.0%

※ Ringtunesは楽曲の一部を提供しているもの（ex．「着うた」等）、 Ringback tunesは電話の掛け手が聞くための音楽を提供しているもの（ex．「メロディーコール」等）、シングルトラックは楽
曲の全体を提供しているもの（ex．「着うたフル」等）。なお、itunesについては、インターネットダウンロードの項に計上されている。



３ 災害時のラジオ３ 災害時のラジオ３ 災害時のラジオ３ 災害時のラジオ



災害時のラジオ災害時のラジオ

22※ 第４回研究会日本民間放送連盟『ラジオ制度プロジェクト』説明資料より作成



災害時のラジオ災害時のラジオ

23※ 第４回研究会日本民間放送連盟『ラジオ制度プロジェクト』説明資料より作成



４ マスメディア集中排除原則４ マスメディア集中排除原則４ マスメディア集中排除原則４ マスメディア集中排除原則



マスメディア集中排除原則の概要マスメディア集中排除原則の概要

１ マスメディア集中排除原則の意義

マスメディア集中排除原則は、「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確
保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」

１ マスメディア集中排除原則の意義

、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によ て享有されるようにする」
（放送法第２条の２等）ためのもの。

放送をすることができる機会を
確できるだけ多くの者に確保

民主主義の

健全な発達

放送による
表現の自由ができるだけ

多くの者により享有

放送が国民に
最大限に普及され効用
をもたらすことを保障

一の者が支配可能な放送の数を制限

２ マスメディア集中排除原則の基本的な考え方

一の者は、複数の放送事業者を「支配」することができない。
25



マスメディア集中排除原則における「支配」の基準①（出資比率規制）マスメディア集中排除原則における「支配」の基準①（出資比率規制）

○ 放送対象地域が重複する場合：１０分の１を超える議決権の保有は「支配」に該当○ 放送対象地域が重複する場合：１０分の１を超える議決権の保有は「支配」に該当
【例】ある県域放送局の株式（議決権）を10％超保有している場合は、当該県内の他の放送局の株式を

10％以下しか保有できない。

○ 放送対象地域が重複しない場合：５分の１以上の議決権の保有は「支配」に該当○ 放送対象地域が重複しない場合：５分の１以上の議決権の保有は 支配」に該当
【例】ある県域放送局の株式（議決権）を20％以上保有している場合は、当該県外の他の放送局の株式を

20％未満しか保有できない。

【注】放送対象地域：原則“県域”。東名阪は複数県にわたる“広域”。コミュニティ放送は“市町村”

他県（乙県）同一の県（甲県）

〔県域放送事業者の場合の例〕〔県域放送事業者の場合の例〕

Y社X社

地上 事業者地上テレビ事業者地上 事業者地上テレビ事業者
社

地上 事業者地上テレビ事業者

C社

１０％を超えて保有
「支配」に該当 ２０％未満まで保有可１０％以下まで保有可

２０％以上保有
「支配」に該当

・１０分の１（１０％）を超えてA社の議決権を保有するX社は 同一県内のB社の議決権を１０分の１（１０％）を

乙県甲県

Ａ社Ｂ社

〔基準となる局〕

C社

１０分の１（１０％）を超えてA社の議決権を保有するX社は、同 県内のB社の議決権を１０分の１（１０％）を
超えて保有できない。
・５分の１（２０％）を超えてA社の議決権を保有するY社は、他県のC社の議決権の５分の１（２０％）以上保有
できない。

解
説
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○ ５分の１を超える役員兼務は「支配」に該当

マスメディア集中排除原則における「支配」の基準②（役員比率規制）マスメディア集中排除原則における「支配」の基準②（役員比率規制）

○ ５分の１を超える役員兼務は「支配」に該当

○ 代表権を有する役員、常勤役員の兼務は「支配」に該当

役員兼務の例 代表権を有する役員、常勤役員の兼務の例

５分の1を超える役員の兼務は「支配」に該当
代表権を有する役員、常勤役員の兼務は

「支配」に該当

Ｘ社

× ×

Ｘ社

5分の1超 5分の1超

地上放送事業者

Ｚ社
地上放送事業者

Ｙ社

×
地上放送事業者

Ｙ社

×
地上放送事業者

Ｚ社

５分の１を超えて役員がＹ社の役員を兼務するＸ
社は、Ｚ社の役員を５分の１を超えて兼務すること

Ｙ社の代表権を有する役員又は常勤役員（以下「代
表役員等」という。）がＸ社の代表役員等を兼務する解

説
社は、Ｚ社の役員を５分の１を超えて兼務すること
ができない。

表役員等」という。）がＸ社の代表役員等を兼務する
場合は、 Ｚ社の代表役員等をＸ社の代表役員等が
兼務することはできない。

説
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５ 携帯端末向けマルチメディア放送関係５ 携帯端末向けマルチメディア放送関係５ 携帯端末向けマルチメディア放送関係５ 携帯端末向けマルチメディア放送関係



デジタル移行完了後の空き周波数の有効利用についてデジタル移行完了後の空き周波数の有効利用について

【現在の周波数利用状況】
90～108MHz帯
（1～3ch）

170～222MHz帯
（4～12ch）

470～770MHz帯
（13～62ch）

アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

【現在の周波数利用状況】

【デジタル化後】
（「周波数割当計画」（平成19年12月6日総務省告示））

移動通信又は
テレビジョン以外の放送

テレビジョン
以外の放送

移動通信
（53～62ch）

デジタルテレビ放送
（13～52ch）

18MHz幅 52MHz幅 60MHz幅

テレビジョン以外の放送

90 108 170 222 710 770

『「電波の有効利用のための技術的条件」のうち「VHF/UHF帯におけ
る電波の有効利用のための技術的条件」に対する一部答申』
（平成19年6月27日 情報通信審議会答申）

VHF帯【20 年 月2 日から使用可能】 UHF帯【20 2年 月2 日から使用可能】

電気通信
ガ
ー
ド自営通信放送

ガ
ー
ド

放送

VHF帯【2011年7月25日から使用可能】 UHF帯【2012年7月25日から使用可能】

108 170 202.5 207.5 222

710～770MHz

730 770

170～222MHz90～108MHz

90 ガ
ー
ド

715 725

ITS 電気通信
(携帯電話等)

ド
バ
ン
ド

(安全・安心の確保)（移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等）

ド
バ
ン
ド

18MHz幅 10MHz幅 40MHz幅32.5MHz幅 14.5MHz幅

(移動体向けの

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送等)

ド
バ
ン
ド

ITS

注：ガードバンドは､いずれも5MHz幅。
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携帯端末向けマルチメディア放送のイメージ携帯端末向けマルチメディア放送のイメージ

・携帯電話端末
モバイルパソ ン

①受信端末のイメージ
「放送」の機能を活用して

様々な情報を効率的に提供

・モバイルパソコン
・カーナビ
・ゲーム機
・携帯音楽プレイヤー 等

音楽・電子書籍・
コミック・ゲーム

（ 中容量 像
携帯音楽プレイヤ 等

（小～中容量の画像・
データ・音声の蓄積）

ニュース・天気
・経済情報

（ﾘｱﾙﾀｲﾑ更新ﾃﾞｰﾀ）

ニュース・道路・交通情報
ﾀ ﾞ ﾀ 像

ドラマ・映画
（大容量の動画
データの蓄積）

・時間帯やコンテンツの容量によって 画像/音声/データなど多様な情報の柔軟な組み合わせを可能に

②放送番組内容のイメージ

スポーツ中継
（ﾘｱﾙﾀｲﾑ動画）

（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾃﾞｰﾀ・画像）

番組編成（イメージ）

スポ ツ

時間帯やコンテンツの容量によって、画像/音声/デ タなど多様な情報の柔軟な組み合わせを可能に
・有料放送（蓄積型番組の課金モデル）/無料放送（広告モデル）の組み合わせも可能に

映像／音声などを柔軟に組合せ
有料放送の提供も可能に

映画等
大容量データの配信

スポーツ

映画等
大容量データの配信

報道

音楽

・・・

総合編成番組①

使
用
す
る
帯 総合編成番組①

総合編成番組②

夜 間夜 間 日 中

帯
域
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携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会の概要携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会の概要

年 ビジ 放送 デジ 空き 波数帯を

１１ 目的目的

・ ２０１１年の地上テレビジョン放送のデジタル化による空き周波数帯を利用

・ 新たな放送ビジネスの一形態としての成長が期待

・ 事業化に向けたビジネスモデルや社会的役割の在り方、制度的・技術的課題について検討

・ マルチメディア放送の海外動向

・ マルチメディア放送のビジネスモデルや市場競争の在り方、期待される社会的役割の検討

２２ 検討項目検討項目

・ 事業主体、サービス形態、放送方式及びネットワークの在り方等、制度的・技術的課題に関する検討

３３ 構成員構成員

伊東 晋 東京理科大学理工学部教授（画像情報処理）山本 隆司 東京大学法学部教授（行政法）法 伊東 晋 東京理科大学理工学部教授（画像情報処理）

森川 博之 東京大学国際・産学共同研究センター教授（電子工学）

鈴木 博 東京工業大学大学院教授（無線通信）

黒川 和美（座長代理） 法政大学大学院政策創造研究科教授（都市
経済学

技
術

経
済

山本 隆司 東京大学法学部教授（行政法）

根岸 哲（座長） 甲南大学法科大学院教授（経済法）

北 俊一 野村総合研究所上級コンサルタント（情報通信）

秋池 玲子 ボストン コンサルティング グループ パートナー＆
マネージング・ディレクター（企業再生）

法
律

ビ
ジ

４４ 開催期間開催期間 ５５ 開催状況等開催状況等

（敬称略）

経済学）

金山 智子 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ
学部准教授（メディアリテラシー）

済
・社
会

マネージング・ディレクター（企業再生）

吉田 望 ノゾムドットネット代表（メディア）

生越 由美 東京理科大学大学院教授（知的財産）

ジ
ネ
ス

・ 平成１９年８月２日より開催。

・ 同年８月６日より検討課題の提案募
集（～９月７日〆切）

平成２０年５月２４日より報告書案の

○ 第１回（8/2） ・ マルチメディア放送サービスに係る現状等

・ 今後の懇談会の進め方について

○ 第10回（3/28）

○ 第11回（4/10）

・ 実現する放送の基本的枠組みについて

・ 制度分野の検討

○ 第２～６回
（10/9～12/20）

・ ヒアリング

・ 諸外国の概況（第３回）

・ 周波数割当の検討（第６回）

○ 第12回(4/22）

○ 第13回(5/20）

・ 報告書骨子案の検討

・ 報告書案の検討

（パブリックコメント（5/24～6/23））
・ 平成２０年５月２４日より報告書案の

意見募集（～６月２３日〆切）

・ 同年７月１５日に報告書とりまとめの
報道発表

○ 第７・８回
（2/4、2/10）

・ フリーディスカッション（制度分野・技術分野） ○ 第14回（7/10） ・ 報告書取りまとめ

○ 第９回（3/10） ・ 実現するサービスについて
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携帯端末向けマルチメディア放送の制度携帯端末向けマルチメディア放送の制度整備に整備に関する基本的方針（基本的関する基本的方針（基本的な考え方、全般的なな考え方、全般的な方針）方針）

携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に関する基本的方針

アナログテレビジョン放送の跡地周波数を活用した新たな放送（携帯端末向けマルチメディア
放送）の実現に向け、制度整備に当たっての基本的な方向性を示したもの。意見募集（平成
２１年７月１１日～８月１０日）を経て、確定・公表（平成２１年８月２８日）。

基本的な考え方

○ 「携帯端末向けマルチメディア放送」は、以下の機能を有する新たなメディアとして実現が期待。

携帯電話等の携帯端末 車載型受信機等を想定した「携帯性 移動性・携帯電話等の携帯端末、車載型受信機等を想定した「携帯性・移動性」
・不特定多数の者に対して同時に直接情報を提供することができる「放送」

○ 国民視聴者の多大な協力を得て地上テレビジョン放送のデジタル化が完了することによって初めて利用可能と
なる貴重な周波数を利用して実現するものなる貴重な周波数を利用して実現するもの。
⇒ デジタル化によるメリットが多くの国民にできるだけ速やかに還元されるよう、限られた周波数の能率的な利用を

確保しつつ、良質で魅力的な番組が最大限に普及するよう、公共の福祉の増進、放送の健全は発達の観点から
所要の規律を適用。

○ 様々な事業者の創意工夫による多様で魅力的なコンテンツ提供を期待。
⇒多様な事業者の参入、映像・音響・データ等を柔軟に組み合わせた番組の提供を可能な枠組みに。

全般的な方針全般的な方針

(1) 実現する放送
・「全国向け放送」、「地方ブロック向け放送」、市町村等を対象とする「新型コミュニティ放送」
・まずは「全国向け放送」、「地方ブロック向け放送」を実現し、その後、「新型コミュニティ放送」を実現。

(2) 参入の枠組み
限られた周波数を利用して複数の者が放送番組を提供する者として参入できるよう、ハード（無線局の管理・運用）と
ソフト（放送番組の編集）を分離した「受委託制度」を採用。



１ 技術基準

携帯端末向けマルチメディア放送の制度携帯端末向けマルチメディア放送の制度整備に整備に関する基本的方針（無線局免許（ハード）関係）関する基本的方針（無線局免許（ハード）関係）

情報通信審議会における技術的条件の検討結果等を踏まえ、技術基準を整備する。

２ 周波数の使用

(1) 全国向け放送：207 5～222MHz（14 5MHz幅） 地方ブロック向け放送：90～108MHz（18MHz幅）(1) 全国向け放送：207.5～222MHz（14.5MHz幅）、地方ブロック向け放送：90～108MHz（18MHz幅）
(2) 放送対象地域

全国向け放送： 全国
地方ブロック向け放送： 北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄

北海道（北海道） 東海・北陸（富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重）

(3) 各放送対象地域において使用させる周波数については、周波数の利用形態、視聴者の利便性その他の事項を
総合的に勘案した上で定める。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
関東・甲信越（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、

山梨、新潟、長野）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
中国・四国（鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）
九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）

３ 開設計画の認定の審査

以下の事項を基本としつつ、電波の公平かつ能率的な利用の確保を図る観点から関係法令に基づく審査を行うこと
とし、使用させることのできる周波数を超える開設計画の認定の申請があった場合には、比較審査を行うものとする。

定

とし、使用させることのできる周波数を超える開設計画の認定の申請があった場合には、比較審査を行うものとする。

(1) 特定基地局の配置及び開設時期
○全国向け放送：５年以内に、全国での世帯カバー率が90%以上になるよう特定基地局を配置すること。

全国でできるだけ均衡がとれるよう定める基準を満たすこと。 等
○地方ブロック向け放送：割り当てる周波数帯域幅や事業性等を踏まえ定める世帯カバー率水準を満たすこと○地方ブロック向け放送：割り当てる周波数帯域幅や事業性等を踏まえ定める世帯カバ 率水準を満たすこと。

放送対象地域内の各県庁所在地において配置すべき時期を満たすこと。
○鉄道・道路など視聴者が移動した場合にも受信できるよう定める基準を満たすこと。

(2) 事業計画の確実性
(3) 電波の能率的な利用を確保するための技術(3) 電波の能率的な利用を確保するための技術
(4) 受信設備の早期普及のための具体的な計画
(5) 開設計画の認定の日から５年以後における特定基地局の配置に関する計画
(6) 有線テレビジョン放送に対する混信等の防止に関する計画、特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成

に向けた取組みに関する計画その他特定基地局の円滑な開設の推進に必要となる事項 等



１ 委託して行わせる放送に係る周波数

携帯端末向けマルチメディア放送の制度携帯端末向けマルチメディア放送の制度整備に整備に関する基本的方針（委託放送業務の認定（ソフト）関係）関する基本的方針（委託放送業務の認定（ソフト）関係）

(1) 放送対象地域
全国向け放送： 全国
地方ブロック向け放送： 北海道、東北、関東・甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄

(2) 各放送対象地域ごとに指定することができる周波数については 無線局に係る免許方針 放送の多元性の確保

２ 委託放送業務の認定の審査

(2) 各放送対象地域ごとに指定することができる周波数については、無線局に係る免許方針、放送の多元性の確保
その他の事項を総合的に勘案した上で定める。

以下の事項その他放送の普及及び健全な発達を図る観点から関係法令に基づく審査を行うこととし、
指定することができる周波数が不足する場合は比較審査を行うこととする。
(1) 表現の自由の享有

○全国向け放送○全国向け放送
・既存地上放送事業者による出資は1/3未満とする。既存地上放送事業者による出資が1/10以下の者を優先。

○地方ブロック向け放送
・既存地上放送事業者による出資は1/3未満とする。ただし、同一の放送対象地域においては、周波数帯域が

一定基準を超えない限り、出資を認めるものとする。
○その他 参入希望調査の結果等も踏まえつつ 表現の自由の享有に係る制度を整備する○その他、参入希望調査の結果等も踏まえつつ、表現の自由の享有に係る制度を整備する。

(2) 事業計画の確実性
(3) 全国向け放送・地方ブロック向け放送全体としての番組の多様性の確保
(4) 効果的な災害放送など、公共の福祉の増進に資する放送の確保(4) 効果的な災害放送など、公共の福祉の増進に資する放送の確保
(5) 携帯端末向けマルチメディア放送の特性を生かしたサービスの推進に関する事項
(6) いわゆるコマーシャルやショッピング番組等の占める割合
(7) 成人向け番組の有無
(8) 放送番組の製作取引の適正性の確保等のための具体的な計画
(9) 個人情報の保護のための具体的な計画(9) 個人情報の保護のための具体的な計画
(10) 受信設備の早期普及のための具体的な計画
(11) 地方ブロック向け放送について、地域向け情報の占める割合
(12) その他全国放送又は地方ブロック向け放送全体としての早期普及のための必要となる事項 等



６ コミュニティＦＭ６ コミュニティＦＭ６ コミュニティＦＭ６ コミュニティＦＭ



コミュニティ放送の主な沿革と経緯コミュニティ放送の主な沿革と経緯

年 月 事 項

１９９２（平成 ４）年 １月 制度創設

同年１２月 初のコミュニティ放送局が開局

１９９４（平成 ６）年 ５月 １地域１社制限の緩和、初の業界団体が設立

同年 ６月 免許処理の迅速化、免許申請の簡素化

同年１０月 コミュニティ放送局が１０局突破同年１０月 コミュ ティ放送局が１０局突破

１９９５（平成 ７）年 ３月 空中線電力の上限値を１Ｗから１０Ｗへ緩和

同年 ４月 定期検査実施周期を１年から５年へ延長同年 ４月 定期検査実施周期を１年から５年へ延長

同年 ６月 市町村出資比率制限の撤廃

１９９８（平成１０）年１０月 コミュニティ放送局が１００局突破

１９９９（平成１１）年 ３月 空中線電力の上限値を１０Ｗから２０Ｗへ緩和

36

２００６（平成１８）年１２月 コミュニティ放送局が２００局突破



平成４年度以降、数次の規制緩和や大規模災害の発生等に併せて、順調に全国へ普及。平成４年度以降、数次の規制緩和や大規模災害の発生等に併せて、順調に全国へ普及。

コミュニティ放送局の普及コミュニティ放送局の普及

平成 年度以降、数次の規制緩和や大規模災害の発生等に併せて、順調に全国 普及。平成 年度以降、数次の規制緩和や大規模災害の発生等に併せて、順調に全国 普及。

経済情勢等に応じて新規開設数は大きく変動しているものの、近年は毎年コンスタントに１０局強が開設。経済情勢等に応じて新規開設数は大きく変動しているものの、近年は毎年コンスタントに１０局強が開設。
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注２ 平成２２年３月までに１５事業者が廃止。 37



平成 年 月 日現在 都道府県で 局が開局 運用中

コミュニティ放送局の普及状況コミュニティ放送局の普及状況

北 海 道

平成２２年３月３１日現在、４５都道府県で２３７局が開局・運用中。

青 森 県

岩 手 県

秋 田 県

開局数１０局以上 【 ６都道県】

凡 例

宮 城 県山 形 県

福 島 県

新 潟 県

沖 縄 県

同５～９局 【１５府県】

同４局 【 ７県】

同３局 【 ７県】
茨 城 県

栃 木 県
群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

富 山 県
石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県
愛 知 県

滋 賀 県

京 都 府

兵 庫 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

同３局 【 ７県】

同２局 【 ４県】

同１局 【 ６県】
千 葉 県

神 奈 川 県

静 岡 県

三 重 県

大 阪 府

奈 良 県

和 歌 山 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

大 分 県

熊 本 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

注 平成２２年３月３１日現在の各都道府県における開局状況
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コミュニティ放送局（全国平均）（１／２）コミュニティ放送局（全国平均）（１／２）

コミュニティ放送局は、経営やネットワークの形態、規模も様々。

最近は、ＮＰＯ（特定非営利活動法人）による設立も多い。

経営形態 親局※３の空中線電力

※２※２

※１

※１ 地方公共団体が１％以上の出資又は出えん
を行 る民法法人及び商法法人

※３ これらのほか２１事業者が３６の
中継局を設置

39

を行っている民法法人及び商法法人
※２ 特定非営利活動促進法（平成十年三月二十

五日法律第七号）に基づき設立された法人
注 平成２１年３月３１日現在における２２５事業者の状況

中継局を設置



コミュニティ放送局の経営状況コミュニティ放送局の経営状況

２０年度のコミュニティ放送事業者の営業収益は減収、営業費用はここ数年増加傾向に推移してい
たが減少。営業損益、経常損益が減少、当期損益がマイナスとなった。

営業費用及び営業収益の推移 営業利益、経常利益及び当期利益の推移
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